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農
業
者
年
金
説
明
会
・

 

個
別
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

 
 農

業
者
年
金
制
度
の
概
要
、
経
営
移
譲

年
金
・
特
例
付
加
年
金
の
受
給
・
手
続
き

に
つ
い
て
、
北
海
道
農
業
会
議
か
ら
講
師

を
招
き
、
説
明
会
お
よ
び
個
別
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
受
給
予
定
の
方

は
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

 

【
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時
】
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和
元
年

12
月
３
日
（
火
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後
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時
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分
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【
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２
―
Ａ
・
Ｂ
会
議
室

 

【
申
込
方
法
】

 

 

事
前
に
農
業
委
員
会
へ
電
話
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お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

【
申
込
期
限
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月
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日
（
水
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【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】
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５
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―
６
６
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☎
忠
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２
１
１
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減額になる場合の例 

１ 農業経営を再開した場合 

２ 後継者に貸して

いた農地が返還さ

れ、適切な対応を

しなかった場合 

３ 返還された農地

（２）を農地以外

に転用した場合

（受給者本人や後継

者の住宅など例外とな

る場合もあります） 

農業者年金を受給している方の農地の貸借の相手先の変更

や農地の転用など、処分した農地に移動の予定があるとき

は、農業者年金が減額になる場合がありますので、必ず事前

に農業委員会またはＪＡに相談しましょう。 

昨年の相談会の様子 

４ 経営継承された方の返還された農地（２）が遊休農地となり、農業委

員会の利用意向調査を受けた場合 


